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第２次白山市男女共同参画行動計画の改定について
白山市では、女性も男性もすべての市民が、
お互いにその人権を尊重し、性別にかかわりなく

その個性と能力を十分に発揮できる
男女共同参画社会の実現を目指しています。

近年の社会情勢の変化と、
国・県の計画が改定されたこと等に伴う

新たな課題に対応するため、計画を改定します。

家庭生活
における活動と
他の活動の
両立

社会における
制度又は

慣行についての
配慮

政策等の立案
及び決定への
共同参画

男女の
人権の尊重

国際社会との
連携及び
協調

５つの基本理念 〔白山市男女共同参画推進条例〕
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　生涯にわたって心身ともに健康に暮らすために、性別や年代
に応じた健康支援に取組みます。
　また、誰もが、個人として尊重され安心して生活を送ることができるよう、
多様性を認め合える社会づくりを推進していく必要があります。
　DV（配偶者等からの暴力）については、重大な人権侵害となること
から、防止に向けた意識啓発と相談体制の充実を図ります。

　多様性を認め合う人権意識の理念は、男女共同参画を進める上で
重要であることから、家庭や地域、学校、職場などにおいて、人権意識の
醸成を図り、合わせて男女の意識改革を推進します。
　また、地域活動の中で、あらゆる人が意思決定過程に参加し、協働の
まちづくりや環境整備を行い、「ジェンダー平等」の実現を目指します。

あらゆる分野で男女がともに
輝く社会づくり

健康で安全・安心な社会づくり

男女共同参画が進む環境づくり

　重要な社会の担い手として、方針決定・政策立案の
場への女性の参画拡大を促進します。
　また、仕事と家庭生活を両立できるようワーク・ライフ・
バランスの普及啓発を進めるとともに、誰もが暮らしや
すく活力ある地域を目指して、地域における男女共同
参画を推進します。

１-１ 方針決定・政策立案の場への女性参画推進

１-２ 女性の社会進出支援

１-３ ワーク・ライフ・バランスの推進

１-４ 多様な分野における男女共同参画の推進

① 審議会等の女性参画推進
② 市役所における女性の役職への登用及び職域拡大

① 雇用機会均等の促進
② 職場における男女共同参画の促進
③ 女性の能力発揮・キャリア形成の支援

① ワーク・ライフ・バランスの普及啓発
② 男性の家庭・地域活動等への参画支援
③ 子育て支援環境の充実
④ 介護・福祉環境の充実

① 地域における男女共同参画の推進
② 防災分野における男女共同参画の推進

２-１ 生涯を通じた健康支援と生活支援

２-２ 配偶者等からの暴力の根絶

３-１ 人権尊重の理念と男女共同参画社会の理解促進

３-２ 男女共同参画の視点による社会制度と慣行の見直し

① 男女共同参画意識の啓発と教育
② 男女共同参画の研究と情報提供
③ 人権尊重の意識の醸成

① 男女共同参画を進める体制づくり
② 広報紙・刊行物等における男女共同参画
③ 地域活動・まちづくり活動への支援

① 生涯を通じた健康づくり支援
② 妊娠・出産・産後にかかわる女性の健康支援
③ 性と健康に関する知識の普及啓発
④ 様 な々困難を抱える人への生活・自立支援と多様性を尊重する社会づくり

① ＤＶ防止に向けた意識啓発
② 相談体制の充実
③ 被害者支援の充実
④ ＤＶ防止対策にかかわる関係機関との連携強化
⑤ 性暴力防止に向けた意識啓発と相談体制の周知

白山市の
現状

「男は仕事、女は家庭」という考え方について 配偶者等からのＤＶ被害の有無
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指標項目 　　最終目標  （年度） 　　   現状値  （年度）

審議会等委員に占める女性の割合 40％（R8） 29.5％（R3）

市役所の管理職に占める女性の割合 30％（R6） 26.0％（R3）

年次有給休暇の平均取得日数 12日以上（R6） 8.2日（R2）

市役所の男性職員の育児休業を取得する割合 20％（R6） 0％（R2）

職場において「男女の地位が平等」と考える人の割合 30％（R8） 24.9％（R3）

ワーク・ライフ・バランスの用語の周知度 70％（R8） 53.1％（R3）

白山市仕事と生活が調和する優良事業所総数 30社（R8） 18社（R3）

農業委員に占める女性の割合 30％（R8） 22.2％（R3）

女性防災士の数 140人（R8） 109人（R2）

指標項目 　　最終目標  （年度） 　　   現状値  （年度）

特定健診の受診率 62.5％（R8） 46.0％（R2）

健康倶楽部会員数 1,000人（R8） 732人（R3）

がん検診受診者数 25,540人（R8） 18,905人（R2）

特定保健指導の指導率 81.0％（R8） 50.0％（R2）

配偶者等からの暴力の相談窓口
「ＤＶホットライン白山」の周知度 100％（R8） 33.6％（R3）

「ＤＶ」という用語の認知度 100％（R8） 90.7％（R3）

配偶者等からの以下の行為を暴力と認識する人の割合
・身体的暴力（殴る、蹴る、胸ぐらをつかむなど）

全ての項目
において
100％

（R8）

95.9％（R3）
・経済的暴力（生活費を渡さない、働くことを妨害するなど） 84.4％（R3）
・性的暴力（性行為を強要する、避妊に協力しないなど） 87.9％（R3）
・精神的暴力（暴言を吐く、無視する、大切な物を壊すなど） 92.7％（R3）
・子どもを利用した暴力（子どもを取り上げる、子どもを虐待して見せるなど） 91.3％（R3）

「あらゆる分野で男女がともに輝く社会づくり」

「男女が健康で安全・安心な社会づくり」

基本目標１

基本目標２

指標項目 　　最終目標  （年度） 　　   現状値  （年度）

「男女共同参画社会」という用語の認知度 100％（R8） 69.3％（R3）

「男は仕事、女は家庭」という考え方に反対する者の割合 100％（R8） 55.1％（R3）

「男女共同参画が進む環境づくり」基本目標３

数値目標




